
市
の
人
口
構
成

健
康
で
安
気
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り

住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
た
い

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
と
介
護
保
険
料

第
６
期
高
齢
者
福
祉
・
介
護
保
険

事
業
計
画
の
基
本
目
標

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
負
担
の

主
な
変
更
点

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
主
な
変
更
点

問
合
先　

高
齢
福
祉
課

10
年
後
（
平
成
37
年
）
の
65
歳
以
上
人
口

は
、
約
２
万
８
９
０
０
人
、
そ
の
中
で
も
75

歳
以
上
人
口
は
、
現
在
よ
り
約
76
％
増
え
て

約
１
万
７
０
０
０
人
に
な
る
と
予
測
さ
れ
、

介
護
が
必
要
と
な
る
人
の
増
加
が
懸
念
さ
れ

ま
す
。

平
成
25
年
度
に
実
施
し
た
「
高
齢
者
の
生

活
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
で
今
後
の

生
活
の
意
向
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
在
宅
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
の
約
７
割
が
自
宅
で
継
続
し
て

生
活
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。

誰
も
が
毎
年
年
齢
を
重
ね
、
そ
れ
ま
で
平

気
で
で
き
た
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま

す
。
ま
ず
は
、
健
康
の
維
持
と
介
護
予
防
が

大
切
で
す
。
そ
し
て
、
仮
に
介
護
が
必
要
に

な
っ
て
き
て
も
安
気
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る

よ
う
な
環
境
整
備
が
不
可
欠
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
地
域
に
お
け
る
支
え
合
い
（
生
活

支
援
サ
ー
ビ
ス
）
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
介
護
・
医
療
・
地
域
が
連
携
し
な
が

ら
支
援
が
必
要
な
高
齢
者
を
見
守
っ
て
い
け

る
仕
組
み
（
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
）
づ

く
り
が
必
要
で
す
。

計
画
で
は
、
こ
の
た
め
の
基
本
目
標
を
次

の
よ
う
に
定
め
て
事
業
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

１
．
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
地
域
内
で
支

え
合
い
助
け
合
い
が
で
き
る
地
域
づ
く
り

　

地
域
内
の
支
え
合
い
活
動
が
活
性
化
す

る
よ
う
に
助
成
制
度
の
創
設
、
地
区
社
会

福
祉
協
議
会
の
活
性
化
な
ど
に
よ
り
、
地

域
に
お
け
る
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
創
出

を
支
援
し
ま
す
。

２
．い
つ
ま
で
も
健
康
で
、生
き
が
い
を
持
っ

て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り

　

生
涯
学
習
活
動
へ
の
支
援
、
地
域
支
え

愛
ポ
イ
ン
ト
制
度
な
ど
生
き
が
い
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
健
康
づ
く
り

の
た
め
の
拠
点
整
備
、
健
康
体
操
に
よ
る

介
護
予
防
な
ど
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
ま

す
。

３
．
支
援
が
必
要
な
人
に
過
不
足
の
な
い
適
切

な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

　

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
密
着
型
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
介
護
予
防
事
業
の

実
施
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
整
備
、

在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携
、
認
知
症
施
策

の
推
進
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

計
画
で
は
、
第
６
期
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
費
用
（
給
付
費
）
を
推
計
し
、
65
歳
以

上
の
人
が
納
め
る
介
護
保
険
料
で
の
負
担
割

合
（
給
付
費
の
22
％
）
か
ら
介
護
保
険
料
を

定
め
て
い
ま
す
。

第
６
期
の
介
護
給
付
費
は
、
要
介
護
認
定

者
の
増
加
な
ど
に
伴
い
約
１
８
７
億
円
と
推

計
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
介
護
保
険
料
の
決
定
に
あ
た
り
、

低
所
得
の
人
（
第
１
段
階
）
の
保
険
料
軽
減
、

中
間
所
得
層
（
第
６
〜
８
段
階
）
の
保
険
料

率
の
低
減
、
所
得
に
応
じ
た
保
険
料
と
す
る

た
め
の
所
得
段
階
の
多
段
階
化
な
ど
を
実
施

し
て
、
各
所
得
段
階
の
保
険
料
を
定
め
て
い

ま
す
。（
14
ペ
ー
ジ
参
照
）

①
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
新
規
入
所
者
の
重

点
化
（
平
成
27
年
４
月
〜
）

　

新
規
入
所
の
要
件
が
、「
要
介
護
１
以

上
」
か
ら
原
則
「
要
介
護
３
以
上
」
に
な

り
ま
す
。

　

よ
り
介
護
の
必
要
性
の
高
い
人
に
重
点

化
す
る
た
め
の
変
更
で
す
。
既
に
入
所
し

て
い
る
人
や
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
人

に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
訪
問
介
護
・
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
市
の

事
業
に
な
り
ま
す
（
平
成
28
年
４
月
〜
）

　

要
支
援
認
定
者
が
利
用
す
る
介
護
予
防

訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）

と
介
護
予
防
通
所
介
護（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）

に
つ
い
て
、
今
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
に
加
え

て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
民
間
事
業
者
な
ど
に
よ
る

各
種
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
も
可
能
と
な
り
ま

す
。

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
負
担
割
合
（
平

成
27
年
８
月
〜
）

こ
れ
ま
で
一
律
１
割
だ
っ
た
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
者
負
担
に
つ
い
て
、
一
定
以
上
の

所
得
が
あ
る
人
（
※
）
の
利
用
者
負
担
割
合

が
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
人
に
は
負
担
割
合
証
を
７

月
に
送
付
し
ま
す
。

※
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円

以
上
（
年
金
収
入
の
み
の
場
合
、
年
収

２
８
０
万
円
以
上
）
の
人
（
特
例
あ
り
）。

②
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
上
限
（
平
成
27

年
８
月
〜
）

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
が
１
カ

月
で
３
万
７
２
０
０
円
（
所
得
段
階
で
上
限

額
が
異
な
り
ま
す
）
を
超
え
た
場
合
、
超
え

た
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
の
上
限
が
変
わ
り
ま
す
。

世
帯
内
に
課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
の

65
歳
以
上
の
人
が
い
る
場
合
の
月
額
上
限
が

３
万
７
２
０
０
円
か
ら
４
万
４
４
０
０
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
（
特
例
あ
り
）。

③
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
（
平
成
27

年
８
月
〜
）

施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
場
合
の
食
費
や
居
住
費
は
自
己
負

担
で
す
が
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
低
所

得
の
人
に
つ
い
て
は
限
度
額
を
超
え
る
分
が

保
険
給
付
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
改
正
で
は
、

世
帯
が
別
で
あ
っ
て
も
、
配
偶
者
が
い
る
場

合
は
配
偶
者
の
所
得
も
勘
案
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
一
定
の
預
貯
金
な
ど
を
有
す

る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

市は、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし
続けるまちづくりを進めるため、高齢者福祉と介護保
険の事業計画を３年ごとに策定しています。
第６期（平成27年度～29年度）の計画を策定しま
したので、その概要と改定した介護保険料についてお
知らせします。

高齢者の
安気づくりのために
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高齢者の安気づくりのために

追
加

追
加

介護予防
訪問介護
（ホームヘルプ）

介護予防
通所介護
（デイサービス）

既存の介護保険事業所による身体
介護・生活援助の訪問介護

既存の介護保険事業所による機能
訓練などの通所介護

NPO、民間事業所、住民ボランティアなど
による掃除・洗濯などの生活支援サービス

NPO、民間事業所、住民ボランティ
アなどによるサロン、交流の場
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高齢者の安気づくりのために

所得段階 所得などの条件 保険料率 介護保険料
（月額）

第　１　段階

市民税非課税
世帯

・生活保護を受給している人
・老齢福祉年金を受給している人
・本人の「合計所得金額＋課税年金収入額」が
80万円以下の人

（0.50）
軽減により
0.45

(2,600 円）
軽減により
2,340 円

第　２　段階 ・本人の「合計所得金額＋課税年金収入額」が
80万円を超え 120万円以下の人 0.65 3,380 円

第　３　段階 ・本人の「合計所得金額＋課税年金収入額」が
120万円を超える人 0.70 3,640 円

第　４　段階
市民税課税
世帯

本人は市民税非課税で、本人の「合計所得金額
＋課税年金収入額」が、80万円以下の人 0.85 4,420 円

第　５　段階
（基準段階）

本人は市民税非課税で、本人の「合計所得金額
＋課税年金収入額」が、80万円を超える人 1.00 5,200 円

第　６　段階

本人に市民税が
課税されている
こと

本人の合計所得金額が 125万円未満の人 1.10 5,720 円

第　７　段階 本人の合計所得金額が 125 万円以上 200 万円
未満の人 1.20 6,240 円

第　８　段階 本人の合計所得金額が 200 万円以上 290 万円
未満の人 1.45 7,540 円

第　９　段階 本人の合計所得金額が 290 万円以上 400 万円
未満の人 1.50 7,800 円

第 10段階 本人の合計所得金額が 400 万円以上 500 万円
未満の人 1.65 8,580 円

第 11段階 本人の合計所得金額が 500 万円以上 600 万円
未満の人 1.70 8,840 円

第 12段階 本人の合計所得金額が 600 万円以上 700 万円
未満の人 1.80 9,360 円

第 13段階 本人の合計所得金額が 700 万円以上 800 万円
未満の人 1.85 9,620 円

第 14段階 本人の合計所得金額が 800 万円以上 900 万円
未満の人 1.90 9,880 円

第 15段階 本人の合計所得金額が 900 万円以上 1,000 万
円未満の人 1.95 10,140 円

第 16段階 本人の合計所得金額が 1,000 万円以上 1,500
万円未満の人 2.00 10,400 円

第 17段階 本人の合計所得金額が 1,500 万円以上の人 2.20 11,440 円

●新しい介護保険料
●第６期の介護保険料（月額）が、基準所得段階で4,900円から5,200円に変わります。
●5,200円（月額）を基準段階として、所得・課税状況により分かれる各段階の保険料は以下のとおりです。

65 歳以上の人（第 1号被保険者）の介護保険料（平成 27年度～ 29年度）
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